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資料提供⽇

令和6年5⽉13⽇（⽉曜⽇）

問い合わせ先

担当課 姫路市地域医療課
担当者 ⼤崎
電話番号 079-221-2399

担当課 姫路市救急課
担当者 吉⽥
電話番号 079-221-9559

姫路市の全救急隊が、総務省消防庁が本市で実施する「マイナンバーカードを活⽤した救急業務の迅速化・円滑
化に関する実証事業」に、令和6年5⽉23⽇から2か⽉間参加します

概要

実際の救急現場で、救急隊がマイナンバーカードを活⽤し、専⽤端末を⽤いて「オンライン資格確認等システム」か
ら傷病者の医療情報（診療情報・診療薬剤情報・特定健診等） を正確かつ早期に把握できるようにする。

上記に併せて、姫路市独⾃事業として「画像送信システムを活⽤した救急搬送円滑化に係る実証実験」を実施し、外
傷系患者については、医療機関に患者を救急搬送する前に、播磨姫路救急搬送システム（HEARTS）を活⽤して画
像を送信することにより、傷病者の様⼦を事前に把握できるようにする。

実施期間

令和6年5⽉23⽇午前9時から約2か⽉間（予定）

対象

姫路市消防局管内の全救急事案

期待される効果（救急搬送の迅速化・円滑化）

正確な医療情報から的確な病態把握が可能となり、救急隊が効率的かつ効果的に搬送先の医療機関を選定するこ
とが可能となる。

搬送中から救急隊と協⼒医療機関が患者情報の共有を⾏うことにより、搬送後の処置を早めることが可能となる（医
療機関の受⼊準備を円滑にすることができる）。
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市⺠の皆さんへのお願い

本実証実験の効果を⾼めるためには、市⺠の皆さんに、マイナンバーカードを健康保険証として利⽤登録し、普段から
マイナンバーカードを携帯していただくことが必要です。

まだマイナンバーカードをお持ちでない⽅は、この機会にマイナンバーカードを取得していただき、健康保険証としての
利⽤登録をお願いします。

添付資料

参考1：実証事業イメージ図  (PDF形式、466.16KB)

参考2：救急隊の活動フローチャート (PDF形式、308.57KB)

参考3：チラシ (PDF形式、785.50KB)

参考︓前回実証実験結果

第1回実証実験（令和4年10⽉24⽇から12⽉23⽇）

搬送1,936件のうち84件で医療情報把握（実験参加6消防本部中、最多件数）



①マイナンバーカードの
所持等を確認

救急隊員

１．実証事業開始前の準備
実証事業実施消防本部

実施救急隊カードリーダー閲覧用端末

消防庁で調達・配備

契約書の取り交わし

２．実証事業の活動イメージ

具体的には・・・

④オンライン資格確認等システムに
アクセスし、情報閲覧

オンライン資格確認等システム情報
閲覧

通常通りの救急業務

傷病者等に
・マイナンバーカード

の所持
・健康保険証利用登録

の有無
を確認

搬送先医療機関を選定し、救急搬送

オンライン資格確認等システム

特定健診情報診療情報薬剤情報

閲覧用端末

救急隊員が
搬送先医療機関の選定に
資する情報を閲覧

※ マイナンバーカード不所持
※ 健康保険証利用登録なし

※ 本人不同意

救急隊員

救急隊員への閲覧権限の付与

協力医療機関

現行の利用規約では・・・
オンライン資格確認等システムの情報を閲覧する
権限は、医師、薬剤師等に限られている。
⇒消防機関に閲覧権限はない

医師等

実証事業イメージ図

※ 別紙_薬剤情報・診療薬剤情報・特定健診情報を参照

②本人確認 ③本人同意

（目視による確認）
＜汎用カードリーダー＞

口頭同意
or

意識不明等
同意取得困難時に限り

同意不要

閲覧用端末 ：タブレット端末のサイズを縮小
カードリーダー ： 汎用カードリーダーに統一

救急救命士のみならず、救急隊員も情報閲覧する。 口頭で同意可能とし、意識不明等の場合は同意不要として情報閲覧をする。

救急救命士のみならず、救急隊員にも閲覧権限の付与をする。
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実証事業における救急隊の活動フローチャート

マイナ保険証の所持

目視で本人確認

救急隊現場到着・傷病者接触

通常の救急活動を行う

通常どおりの方法で
搬送先医療機関を選定

オンライン資格確認等システムに
アクセスし、必要な情報を閲覧の上、
搬送先医療機関を選定

なし（健康保険証利用登録していない場合を含む）

あり
確認できない

確認

同意の有無

【同意取得可能時】本人から同意を拒否された場合
【同意取得困難時】関係者から閲覧を拒否された場合

【同意取得可能時】
同意あり

全救急事案を対象※1

※1 緊急度又は重症度が高い場合であっても、PA連携等で対応人数が多い場合、
役割分担を工夫して実施できないか検討するなど、どのような事案であっても、
安易に実施困難とせず、実施の可能性について柔軟に検討してみること。

実施困難

実施可能

【同意取得困難時】
同意不要

※2 生命・身体の保護が
必要である場合に限る

必要なデータの入力作業

１１９番通報の受電時、指令員等は通報者に傷病者のマイナ保険証の準備を依頼する。
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姫路市消防局は

マイナ救急実証事業を実施します

必要な準備

マイナンバーカード

マイナ保険証を活用するメリット

傷病者本人の情報を
正確に伝えられる

搬送先病院で
治療の事前準備
ができる

病院の選定や
搬送中の応急処置を
適切に行える

マイナ保険証の利用登録はこちら

※本実証は総務省消防庁が全国の６７消防本部と連携して実施するものです。

※マイナ保険証の利用登録が必要です
登録がお済みでない方は今すぐ登録をお願いします

実証事業に関する情報は特設
サイトでもご覧いただけます ▶

お問い合わせ
姫路市消防局 救急課
TEL：079-223-9559

ご本人の同意の上で、救急隊がマイナンバーカードを活用して通院履歴
や服薬情報などの必要な医療情報を確認することで、円滑かつ迅速に
救急搬送を行うことができます。

（収集した情報は厳重に管理され、救急医療の目的以外には使用されません。）

登録手順は
裏面②へ

救急搬送時、マイナ保険証をご提示ください
日頃からマイナンバーカードの携帯をお願いします

マイナンバーカードをまだお持ちでない方はご申請ください（申請方法は裏面①へ）

2024年

5月23日（木） 9時 ～7月下旬
※２か月程度を予定（短縮・延長する場合があります）

実施期間

実施救急隊 姫路市消防局の全救急隊



②マイナ保険証の利用登録手順
下記の３つの方法から登録できます。

Step1 QRコードを読み取り、ウェブサイトにアクセスする。

Step2 ウェブサイト上部の「利用を申し込む」をタップする。

Step3 利用規約等を確認して、「同意して次へ進む」をタップする。

Step4 「申し込む」をタップする。

Step５ マイナンバーカードを読み取る。

（２）顔認証つきカードリーダーで申し込む

（３）セブン銀行のATMで申し込む

お近くのセブン銀行ATMでお申し込み手続きができます。

医療機関・薬局にある顔認証つきカードリーダーでお申し込みができます。
顔認証つきカードリーダーにマイナンバーカードを置き、マイナンバーカードを健康
保険証として登録するボタンを選択し、画面に沿ってお手続きください。

（１）スマートフォンで申し込む

利用者証明用電子証明書の暗証番号（数字４桁）を入力し、マイナンバー
カードをスマホにぴったりと当てて、読み取り開始ボタンを押します。

①マイナンバーカード申請方法

❶スマホで顔写真を撮影

❷交付申請書のQRコードを読み取る

❸申請用WEBサイトでメールアドレスを登録

❹申請者専用WEBサイトのURLが届いたら、

顔写真を登録、必要事項を入力して申請完了

❶交付申請書に必要事項を記入し、6か月以内に

撮影した顔写真を貼り付けて郵送し、申請完了

❶カメラで顔写真を撮影

❷申請用WEBサイトでメールアドレスを登録

❸申請者専用WEBサイトのURLが届いたら、

顔写真を登録、必要事項を入力して申請完了

❶タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択

❷撮影用の料金を投入して、交付申請書のQR

コードをバーコードリーダーにかざす

❸画面の案内にしたがって、必要事項を入力

❹画面の案内にしたがって、顔写真を撮影して

送信し、申請完了

スマートフォン パソコン

郵便証明用写真機

専用サイトから手書き用の交付申請書と封筒をダウンロードすれば、

郵便で申請できます。プリントアウトしてご利用ください。

市役所の窓口でも、交付申請書を再発行しています。

・マイナンバーカード
・マイナンバーカード読取対応のスマホ
・マイナポータルアプリのインストール

準備するもの

交付申請書をお持ちの方は以下の４つの方法から申請できます。

ここをタップする

・

・

交付申請書がない場合

利用登録はこちら

マイナンバーカードをお持ちでない方はこちら

マイナンバーカードをお持ちでマイナ保険証の
利用登録がお済みでない方はこちら

姫路市では、市役所本庁舎１階ロビーをはじめ、定期的に開催する出張申請にて
健康保険証の利用登録支援を行っています。ご活用ください。

お問い合わせ 姫路市マイナンバーコールセンター TEL：079-221-2150


